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裁･y　決 書

審査請求人

代　理　人

処　分　庁 東広島市福祉事務所長

上記審査請求人（以下「審査請求人」という。）から。平成１８年２月２３日付けで提起
のあった上記処分庁（以下「処分庁亅 という。」の生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下r 法j という。）第２４条の規定による保護申請却下決定処分についての審査請求に対
して。次のとおり裁決する。

主　　　文
鳬分庁の審査諳求人に対する保護申請却下決定処分を取り消す。

審　査　請　求　の　要　旨
１　審査請求人の請求の趣旨は，処分庁が。平成１８年１月２４日付けで審査請求人に対
して行った保護申請却下決定処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるという
ものであって。その理由とするところは，次のとおりである。

６ 　
こ（２）審査請求人は平成１７年１２月２６日に離婚し。帰来先が消滅したとして現在地保

護を申請したものであるが。処分庁は。審査請求人の前夫（以下「前夫」という。）と
の婚姻後も審査請求人の両親（以下「両親」という。）との交流があり。かつ｡㎜? 鼈1

’入院する平成１７年６月２０日以前の約３か月の閧。現在加療して
;

症 たため 前夫方での生活が困難 な 両親の住居（以下「両
親宅亅 という。」での療養を行っていたことで両親と同一世帯であるとみなしている。（３）‘このことについて，入院前３か月間，自宅療養のために前夫の住居（以下「前夫宅」
という。）と両親宅を頻繁に行き来していたことを理由に帰来先が両親宅と考えるのは
困難である。
なぜなら，婚姻関係にあっても両親宅を訪れることは当然あることであり．なおか

つ．精神的に落ち込んでいることで前夫宅に迷惑をかけたくないという思いから．本来の生活拠点は前夫宅にあったものの．病気療養のために「一時的に」里帰りをして
いただけというのが実態である．

（４）平成１７年６月２０日の入院以降．入院費を含めた審査請求人の生活援助について
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両親は．「前夫方が責任を持って払うべき」と主張し．両親からの実際の援助も皆無で
あった．

（５）平成１７年１２月２６日の離婚成立後から現在（平成１８年４月４日）までの３か
月の間，審査請求人の精神症状は安定しており，両親宅への外泊又は退院後両親宅に
て療養を行いつつ通院加療を行うことは．十分可能であるにもかかわらず．金銭面で
の支援は一切得られず，また両親宅へ帰ることも一切許可が下りない。

㎜　-’　Ｗ（６）今 後 の審 査 請 求人 の生 活 を考 え た際 に， 現 実的 に 両親宅 が帰 来 先と は 考え られ ない。
（７） 以 上 か ら処 分 庁 が 帰来 先 と し てい る両 親 の 元 へ の退 院 は／現 実的 に か な り困難 な状

況 で。 こ の ま まい っ か な う とも わ か ら な い両 親 の 受 け入 れ を待 ち なが ら入 院 を続 け る
ことよりも．生活保護を受けて独立した生活に早期に移行することが望ましく，「自立
を助長する亅 という生活保護の目的にも合致するものと考える．また．現状のまま退
院が長引くことで加齢と長期に社会生活体験を欠くことによる能力低下及び病状の再
燃を招くことさえも危惧されている．

なお．審査請求人は．証拠として，
本件処分の決定通知書の写し３通

を提出した．　　，
２　処分庁の弁明の趣旨は．本件審査請求を棄却するよう求めるというのであって，その
理由とするところは．次のとおりである．

（１）処分庁は，まず帰来先の検討を行った．

この帰来先の検討の意味は。保護の形態が現在地保護か居住地保護かを決定するた
めのものであり，生活保護の決定に当たっては非常に重要な検討項目である。

こ
夫とは平成１７年１２月２６日に離婚が成立している。
しかし。審査請求人の入院前（平成１７年４月１３日～平成１７年６月２０日）の

リ 生活状況は前夫宅と両親宅を頻繁に行き来している。特に審査請求人の主張によると。
入院前の３か月間。審査請求人は，両親宅での自宅療養を行っていた。
この事実は帰来先を考える上で重要である。
このため，審査請求人が前夫と離婚したことにより。前夫宅が帰来先ではなくなっ

たが。両親宅は帰来先として認定可能であると考えるのが妥当である。

つまり。審査請求人の帰来先は消滅しているとは言い難いため，審査請求人の帰来
先を両親宅とし，居住地保護が妥当である。

（３）次に世帯認定の検討を行った。
（２）のとおり，両親宅に帰来先があることを確認したため。次に世帯認定の検討

をする。「生活保護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日社発第246
号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）」に基づけば。同一世帯と判断す
べき場合の１つとして「病気治療のため病院等に入院又は入所（略）している場合（第
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ご　１の１の（５））」というのがあり．両親宅に帰来先がある審査請求人はr 病気治療のため病院等に入院又は入所している場合」に該当し審査請求人と両親は同一世帯と考
えられる．

（４）なお．この場合，局長通知に基づけば．世帯員の主観は考慮に入れていない．もし，
考慮に入れれば．入院している家族は仝毟別世帯となる可能性があるからと考えられ
る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

（５）審査請求書において審査請求人は，審査請求人の父親より「今後の生活への経済的
支援をするつもりはない．亅 旨を示されたと主張するが.しこれは．両親の主観的側面で
ある．局長通知では，主観的側面は同一世帯か否かを判断する材料としてほとんど考
慮されていない．

主観を重視すると．例えば．自分の母親が入院した場合．引取りを拒否すれば全て
生活保護に該当する事態が生じ，これは信義則に反すると考えられる．
したがって．審査請求人の主張する「今後の生活への経済的支援をするつもりはな

い」旨を示されたという理由は同一世帯か否かを判断する要素ではない．
（６）次に．審査請求人と両親を同一世帯として認定し．その上で世帯分離が可能か検討

する．これは世帯分離が可能であれば．審査請求人のみの生活保護が可能であるので検討を行うものである．局長通知に基づけば．「６か月以上の入院又は入所を要する患者等に対して出身世帯員のいずれもが生活保持義務関係にない場合（世帯分離を行わ
ないとすれば．その世帯が要保護世帯となる場合に限る．）（第１の２の（５）のア）」●=･匐←●　』●■●●･`･　　”には同二世帯でも世帯分離をして．本人のみ生活保護が可能となるため，本件の適用
を検討したが，両親の預貯金などが生活保護基準を上回っており．「世帯分離を行わな
いとすれば．その世帯が要保護世帯となる場合」に該当せず．世帯分離が不可能であ
る．

（７）以上の検討から．審査請求人は帰来先があり．両親と同一世帯で，両親と審査請求
人の世帯が要保護世帯ではないため世帯分離ができず．また，両親と同一世帯では預
貯金等が生活保護基準を上回るため，生活保護の適用ができないと判断し．本件処分
を行ったものである．

（８）審査請求人は,一両親宅を帰来先にすることはできないと主張しているものの，－･方「-fWI S ･ 」-・-ﾐ=「現在．審査請求人は両親宅への外泊もしくは退院後両親宅にて療養を行いつつ通院
加療を行うことは十分可能」であると認めており．このことは．両親宅が帰来先であ
ることを示唆したものである．’両親の主観を重視し．両親宅を帰来先にはできないと
審査請求人は主張するが．こうした主張を認めることは．いずれの家族においても入
院して費用のかかる家族の引取りを拒否することにより生活保護を受けることにつな
がり．信義則に反するものである．

（９）なお．両親の感情面については．処分庁の担当者が両親に面談したときに．両親が
審査請求人の面倒を見るのを拒否はしていないことを確認している（ただし積極的な
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容 認 もし てい ない。)。

(10) 本 件 処 分の 理 由 につ い て は。 両 親 に 預金 が あ ったた め であ る。 今 回 の ヶ 一 スは， 両
親 と 審査 請 求 人 の 資産 を 合 わせ て生 活 保 護 の 要否 を 判定 す る もの で。 両 親に 一定 の預
金 など が あれ ば保 護 を受 け るこ と は で き ない 。 以 上 か ら。 本 件処 分 を 行 った もので あ

る。

(11) 上 記 のと お り。 本件 処 分に は ，違 法 又は 不 当 な点 は ない。 －
な お。 処 分庁 は。 証拠 と して｡

・　　¶　　　　　■㎜　　　　■　　　　　■　¶■㎜　　　　I■本件 処 分 の通知 書 の写 し一 式

本件処 分に 係 る保護 決定 調 書 の写 し一 式

平 成 １７年 １２ 月２８ 日処 分庁 受 付 の 保 護申 請 書の 写 し一 式

保護 台帳 の 写 し一式

ケ ー ス記 録票 の 写し 一式

ケ ー ス記録 票 に附 属す る 関 係 書類 の 写 し一 式

を提 出 し た。

裁　 決　 の　 理　 由

１　 当庁 が認 定 した 事 実は。 次 の とお りで あ る。
（ １ ）

こ，審査請求人から生活保護の申請がされ，処分庁は同年
１２月２８日にこれを受け付けた。

（２）処分庁が受け付けた申請書類一式の内容は次のとおりであった。
ア　保護開始申請書
イ　収入申告書（●

ウ　資産の保有状況届出書
エ　同意書

オ　誓約書
ヵ　自立計画書

（３）（２）のアには．保護を申請する理由として.「入院中で働くことが出来ない．」との
記載があった．

（４）（２）のイには．審査請求人の収入の記載はなかった．

（５）処分庁は．平成１８年１月･6日付けで．法第２９条の規定に基づく調査として預貯
金及び保険加入の調査を行い，金融機関等からの回答を得た．

（６）（５）の結果，処分庁は．審査齷求人には．合訓㎜ 円の預貯金残額がある
ことを確認した．

（７）審査請求人の入院前の生活状況は．前夫宅と両親宅を頻繁に行き来しており，現在
でも両親とは交流があるため（精神的な支援は可との回答あり）．処分庁は．現状では
審査請求人の帰来先が消滅したとは言い難いとして，審査請求人と両親を同一世帯と
して「世帯の認定」を行い．また．局長通知第１の２に規定する世帯分離の要件にも
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該当していないことを確認した。
（８）処分庁は。審査請求人の父親にりF，合副㎜ 円の預貯今残額がある
を残高証明書により確認した。レ　　ニ

こと

(９) 処分庁が提出したヶ一ス記録票には．処分庁が．平成１７年１２月２８日に審査請
求人の入院す　 ‾`　　　　　　　　｀・゙ ”“' ゛４‘

ごﾄｺ' 匸`9 ／ヽ丶Vノ／丶171; ｙ 　
い．主治医から両親が審査請求人 が両親宅へ外泊す2ることに難色を示しており，金銭
6そ1傴!腓ｔｊ ｆ-１ヽ ″ヽ`“ －` 」‘ 一　　`‘ ‾的援助もない状態であること希臠!き取ったこと及び家財道具（約－ai 円.Ｍ澁土φ-ly ｓl ヽＪ -・- J一 一｀’‾

‥ －－７ －・－ 一一ＣＵ 秘` 馴t 約一 研9 相当分）が前夫宅に置いたままであり，両親宅には衣類が若干残っている程度であることが記
載されている．

（10）両親が処分庁に提出した扶養届には．両親は審査請求人に対し，定期的ではないが．
健康状態について電話のやり取り．入院先への訪問など精神的支援を平成１７年７月
＆£･に ーヅ1ヽ`ｙ”　゛Ä ¨ ‘̈ ｀から行っているが，金銭的な援助は不可であると記載されている-=--=●ﾐ●－ ’●W ～ ●　WO（11 ） 処 分 庁 は

。 審 査 請 求 人 の 世 帯 の 最 低 生 活 費 （ 以 下 「 最 低 生 活 費 」 と い う 。） をー　 。 ‥｡｡｡､｡､-- 』-lU耳 り５へ｜| 取眤－
と算定した。内訳は次のとおりであった。

生。 ・ 四･1

医療扶助　 １ 円
（12）処分庁は，審査請求人の世帯の収入充当額（以下「収入充当額」という。）を--，～Ｕ-･ 一丶　丶J7丶・　｜叺八j－

と 認定 した 内訳 は次 のと お り であ た

審査請求人の預貯金
審査請求人の所持金

I　　　II ‘II凵11111亠ぷ亠，
卜
…一 一　　　jl

鎚

．一-一一一 一こ
:71

審査請求人の父の預貯金 Ｗ 円
（j3）処分庁,ま．最低生活費とﾎi入充当額を比較した結果．収入充当額が最低生活費を上
回ったため.，審査請求人の世帯は保護を要しない状態にあると判断し，平成１７年１２月２６日付けで本件処分を決定し．本件処分に係る平成１８年１月２４日付けの保
護決定通知書を審査請求人に対して交付した．

２　本件審査請求に対する当庁の判断は．次のとおりである．
（１）審査請求人が入院しており．処分庁が帰来先として両親宅を認定し，同一世帯とし
ていることから，本件処分に至っているという経緯を考えれば．まず，帰来先の有無
についての検討が必要である．

（２）確かに．局長通知第１の１の（５）によれば．「病気治療のため病院等に入院又は入
一所（略）している場合亅 は，「同一世帯に属していると判断すべき場合」とされている．（３）とすれば，処分庁の弁明書の記載のとおり．両親宅を帰来先として認定し．居住地
保護として保護の要否を検討すべきとも考えられる．

（４）ここで．両親宅がこの居住地に該当するかが問題となる．審査請求人は．入院前．
両親宅で病気療養を行い．前夫宅と両親宅を頻繁に行き来していたとはいえ，入院前の居住地が前夫宅であること．また．離婚により帰来先は前夫宅にならないことには
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疑いはないと認められる。処分庁も弁明書において。「審査請求人が前夫と離婚したこ
刔’卜ｈ　澁亠φ４゙‘S’ “゛ ‘一 ’`＾とにより言前夫宅が帰来先とはなくなった亅 と記載している1　kJa ■--（５）次に。離婚により帰来先が両親宅になうたと認められるかどうか検討する。

i -a. -●●し‥`‘ “`-
_.-．－．－，～ － ノχ／'９こilj g Qo審 査 請求 人 及び 処 分庁 が 認 め てい ると お り． 両親 は． 入院 前 は審 査 請 求人 が両親宅

唐盖ｔ Ｚ －しｔａｌご　 一一“ － ‾ ‾
㎜　・ 二･.f二●ﾐ'●　／丶aｙｕＱで 療 養 す る こ と を 認 め

， 頻 繁 な 行 き 来 が あ っ た が ， 入 院 後 は.
J9丶 丶． 廴- ●之　　 ‾-‾‾｀･ ‾‾　 ●　　　　　　　　lj

＿｡｡｡-｡， 。｡。。･。
ＩＸ ｃ ４ ｘ,･。 つ/こ刀ヽ， 人 屍後 は。 １ の （９ ） 及 び（10 ）

のと お り， 審 査 請 求λ に対 し 精 神119援 助 を 行 うこ とは 認め てい る も の の
。 金 銭面 で の支援 は 一 切拒 否 し， 審 査 請 求 人 が 両親 宅 へ 帰 るこ と も拒否 し てい る。 ま た， 家財道 具r齡皿 １=a1141=1Mｘ

／i丶　●，－ ＼ヽ一--　 “　－　　　　　　■
＿.‥.,.．． ．･●-．ヽ..ＵＵ窕1･肖し 廴い･C)． また，家財道具(裝四 万伺相当分) につい ては． 前夫宅に置いたままであり， 両ﾐ111宅 には現在衣削 芯-=iこ産 －７'･ヽ ７ ゙ １゙‘－' －‥

＿　_ 一一　●一一･-ヽヽ･ｇノ’ノ， 冖l:類 が 若 干 残 っ て い る 程 度 で あ る と あ る 。 こ の よ う な 状 況 を 考 慮 す る と｡
冫ヽ｡妲 丗 ４-4 ｀　 －　 “ ‘

＿　._＿､―
 1  ̂o

、_、、●．、､八IJ4八pC乞丐羸Ｔ ると． 両親宅が確実な帰来先であって、審査請求人 が退院､後． 必ず居住することが予定 されてい るとは到底考えられない．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．（６）し たがって． 審査諳求人と両親が同一世帯に属しているとする処分庁の判断には．根拠がない．

（７）審査請求人と両親が同一世帯に属していないとすると，前夫宅がー りにあるこ，とから，実施彙任の所在が問題となる。
(8 ）審査請求人は．平成１７年６月２０日に入院し．平成１７年１２月２６日に離婚したことから，局長通知第２め１にr 居住地のない入院患者又は介護老人保健施設入所者については．原則としてその現在地である当該医療機関又は介護老人保健施設の所
霖抽右･跖艝十ｚぬ瓊yhl:・f畆-““ ‘̈　｀-

.. － －,.,.r･ 八 ９ ノIOｙ４Ｓ,j在 地 を 所 管 す る 保 護 の 実 施 機 関 が ， 保 護 の 実 施 責 任 を 負 う も の で あ る 」
フ ／７丶1鈿１４１１１『・４^斟‘-　- ’- ’“ごj ‾丁匸 ’匚 Ｔ °‘ ’`‘” ＾ ｊ

、1=I
ご９ご貝 つtj のであ る」 とあ るとお り．そ の離 婚時 点 で． 帰 来先 を 失い 、 現在地 保 護 と して検討 す ること が原 則 で あ る．丶 昌亅11こ運;jS=ｒ１４ａ‘ｎ － ’ － ’－｀

‥- 一一-- ヽl/丶ＵＪ冫 ″Ｗ｀--（-Xj ’（9 ） 局 長 通 知 第 ２ の １ の （３ ） に よ れ ば
，「入 院 若 し く は 入 所 後 （略 ）

丶-１ ●-t ’1 ‾‘゛゙‘･’●ﾐW-＝ －
。＿。 。一一､。､。､。。 八。411-し丶･ＸＡ 隋` 悛（略J3 か月以内に入院又は入所を原因として居住地を失った者（入院又は入所後３か月を経過 した後におい７’但燬心 ｈ迦１ヽ･- l あヽｰ゙ 一 一゙‘　　－　’‾て保護の申請をした者であって，申請時において居住地がなか‥

＿。－。 、－ 。、､、
Ｔｓ,。ｋ．おい（｡沾圧垉がなかったものを除く。）については。入院又は入所前の居住地を所管する保護の実施機関が。保護の実施責任（現在地保護の例による。）を負うこと。」と例外が定められているが、本件では入院と関係r7丶た1八猖1亠j －゙４１１`丶　●-●一一　一 一’`－’係のない理由 （離婚）によ って居住地が消滅した場合であり， 更に.

ｔ.兪７゛li重ｌ　tＸ心・　Ｓ－　　‘
＿－ ，一 ．－．-,r･,． し/こ懈回･Ｃのり， 更に．入院後．３か月を経過した後において保護を申請している． したがって．この例外に該当しないため，原則どおり． 現在地である医療機関の所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うものと解される．

以上のことから． 居住地保護の例により審査請求人と両親が同一世帯 に属しているｉ ＆ヽ.・・八ｔｔ/¶丶丶1111山’･--ヽ ･-’‘　’`とした処分庁の判断には根拠がなく． 要否認定に当たり．審査請求人の父親の
らｇ､７` 劔瞳ｒｌ　 ≫!■ ■≫ ―t　--●゙‘

‥_._.. 、..、. ．、､_､．．。Ｃ,､.=＝=､/､ニソ． 蕃 宜萌 豕人 の 父 親の 預貯金 を
含め て判 断 し． 収 入 が最 低生 活 費 を上 回る こ とを 理 由と して本 件処 分を 行

った 処 分庁 の
判 断 に は． 瑕疵 が あ り、 不当 で あ る．

３　 上記 の とお りで あ る ので． 審 査 請 求人 の本 件 審査 請求 には． 理 由があ る．
卜 ＿-７“ ぐ`气=･ｔ一一‘""･一嵎･二●-‘' －よって．行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定により．主文のとおり裁決する．
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